
交付申請

必要書類 注意事項 ✓

共
通

交付申請書（様式第１）

・押印する場合、シャチハタ印は不可です。また、様式の記載内容を訂
正するには訂正印が必要です。

・日付、申請者氏名、金額の訂正は不可のため、訂正がある場合は
すべて作成し直しとなりますのでご注意ください。

・複数の設備を設置する場合は、最も早い着手予定日と最も遅い完了予
定日を記入してください。

交付申請額に係る内訳書
（様式第２）

・複数の型式の充電設備を設置する場合は、本紙を設置する型式分作成
してください。

・メーカー名、型式、出力数は、経産省補助金の補助対象充電設備型
式一覧表のとおりとしてください。

補助対象経費に係る見積書の写し
・申請者住所、氏名、請負者、補助対象設備ごとの購入費が明記されて

いるもの

図面（①と②）
① 設置場所の見取図または平面図と写真
② 電気系統図と配線ルート図

要部写真 ・設置予定場所の全景がわかるもの

補助対象設備の設置場所が
集合住宅であることを証する書類

・建築確認済証等

法
人

履歴事項全部証明書又は
現在事項証明書

・提出日前３ヶ月以内に発行されたもの

個
人

本人確認書類の写し ・免許証、住民票（提出日前３ヶ月以内に発行）など

法
人
格
で
な
い

団
体

当該団体の現在の代表者が選定さ
れたことを証する書類の写し

・総会議事録等

代表者の本人確認書類の写し ・免許証、住民票（提出日前３ヶ月以内に発行）など

リ
ー
ス

事
業
者

リース事業を生業とすることを証
する書類の写し

・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書で代替可能

そ
の
他
（
該
当
者
の
み
）

土地の利用及び充電設備設置の許
諾を証する書類

・補助対象設備を設置する土地の所有者と申請者が異なる場合のみ

建物の利用及び充電設備設置の許
諾を証する書類

・補助対象設備を設置する建物の所有者と申請者が異なる場合のみ

補助対象設備の設置が総会等で決
議又は合意がされていることを証
する書類

・分譲されている集合住宅に補助対象設備を設置する場合のみ

事業着手の１５日以上前までに必要書類を窓口へ持参または郵送にて提出してください。
提出前に必ず事前にご連絡ください。

＊その他注意事項＊
・交付申請及び交付決定通知前に事業着手している場合は、補助金交付の対象となりません。
・書類に不備があり、補正されない場合は、補助金を交付することができません。
・提出日前1週間以内に市税を納付（口座振替含む）された場合は、納付が確認できるもの

（領収書・通帳）を添付してください。

補助金受給までの手続き



・ 各種様式のデータは市公式ウェブサイトに掲載しています。

（ホーム＞生活・サービス＞お得な制度＞集合住宅向け電気自動車等普及促進補助金制度）

・ 書類作成にあたっては、記入例をご確認ください。

・ 書類に不備があり、補正されない場合は、補助金を交付することができません。

指定口座に振込み
（実績報告から1か月程度）

令和９年３月３１日（水）までに窓口へ
持参または郵送してください。
必要に応じて現地調査を行います。

・決定通知書が手元に届いてから着手してください。
・申請内容に変更があった場合は、

速やかに環境都市推進課へご連絡ください。

申請者へ交付決定通知が送付される
（交付申請から２週間程度）

※ 令和８年４月１日(水)～令和８年１２月２８日(月)
に窓口へ持参または郵送してください。

事業着手の１５日以上前までに申請
※ご提出前に環境都市推進課環境政策係までご連絡ください。


